
平成31年２月１日11

日　� 科 内　　　科 外　　　科 休日夜間当番病院

３日
（日）

小池医院 原町赤十字病院 原町赤十字病院
東吾妻町（67）2030 東吾妻町（68）2711 東吾妻町（68）2711

10日
（日）

吾妻脳外循環科 吾妻さくら病院 吾妻さくら病院
東吾妻町（68）5211 中之条町（75）3011 中之条町（75）3011

11日
（月）

くりはら医院 西吾妻福祉病院 西吾妻福祉病院
東吾妻町（68）0355 長野原町（83）7111 長野原町（83）7111

17日
（日）

東吾妻町診療所 原町赤十字病院 原町赤十字病院
東吾妻町（59）3010 東吾妻町（68）2711 東吾妻町（68）2711

24日
（日）

田島病院 吾妻さくら病院 吾妻さくら病院
中之条町（75）3350 中之条町（75）3011 中之条町（75）3011

２月の

※ 診療時間は午前９時から午後５時までです。できるだけ時間内に受診してください。
※急患のための当番医制度ですので、緊急患者以外の受診はご遠慮願います。

※在宅待機のため、原則として往診は致しません。
※専門外の疾患の場合は対応しかねることもあります。
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information
くらしの情報

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
及
び
地
方
税
法
上
、
健
康
保

険
や
厚
生
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を
納
め
た
場
合
と
同
様
に
、

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、

税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
30
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

に
納
め
ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。
過
去
の
年
度
分
や
追
納

さ
れ
た
保
険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
な
く
、
配
偶
者
や
ご
家
族

（
お
子
様
等
）の
負
担
す
べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い

る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
30
年
中
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い

て
、
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告
を
行

う
と
き
に
、
領
収
書
な
ど
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
30
年
10
月
２
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
平
成
30

年
に
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
、
社
会
保

険
料
控
除
証
明
書
が
２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。（
平
成
30
年

１
月
１
日
か
ら
10
月
１
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
さ
れ
た
方
に
は
、
11
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。）

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不

慮
の
事
故
な
ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度
で
す
。

保
険
料
は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

社
会
保
険
料︵
国
民
年
金
保
険
料
︶控
除
証
明
書
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ
先　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル　

☎
０
５
７
０
・

０
０
３
・
０
０
４

国
民
年
金

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
で
す

●
お
も
な
用
件

　

妊
娠
、
出
産
、
育
児
ま
た

は
介
護
を
理
由
と
し
て
退
職

し
た
方
に
つ
い
て
、
退
職
前

の
勤
務
実
績
を
評
価
・
処
遇

し
、
再
雇
用
す
る
制
度
を
導

入
す
る
こ
と
。
右
記
制
度
に

基
づ
き
、
退
職
後
１
年
以
上

経
過
し
て
い
る
対
象
者
を
再

雇
用
し
、
無
期
雇
用
者
と
し

て
６
カ
月
以
上
継
続
雇
用
す

る
こ
と
。

●
支
給
額

　

再
雇
用
人
数
・
企
業
規

模
・
生
産
性
に
よ
り
１
人
に

つ
き
19
万
円
〜
48
万
円（
継

続
雇
用
６
カ
月
後
と
１
年
後

の
２
回
に
分
け
て
半
年
ず
つ

支
給
）

※
１
企
業
５
人
ま
で

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　

群
馬
労
働
局
雇
用
環
境
・

均
等
室　

☎
０
２
７
・
８
９

６
・
４
７
３
９

両
立
支
援
等
助

成
金（
再
雇
用
者

評
価
処
遇
コ
ー

ス
）の
ご
案
内
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２
月
１
日
か
ら
３
月
18
日

ま
で
は
「
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
月
間
」
で
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
今
や

生
活
に
欠
か
せ
な
い
ツ
ー
ル

で
す
が
、
一
方
で
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
詐
欺
や

サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る
情
報

流
出
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
安
全
に
利

用
す
る
た
め
に
、
日
頃
か
ら

点
検
を
し
て
必
要
な
対
策
を

行
い
ま
し
ょ
う
。

●
特
に
必
要
な
４
つ
の
対
策

・ 

Ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ
ｓ
な
ど
の
Ｏ

Ｓ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

見
る
と
き
に
使
う
動
画
ソ

フ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
各

種
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
は
最
新

の
状
態
に
し
て
お
く

・ 

ウ
イ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
を

導
入
し
、
ウ
イ
ル
ス
定
義

フ
ァ
イ
ル
を
最
新
の
状
態

に
し
て
お
く

・ 

パ
ス
ワ
ー
ド
は
自
宅
の
鍵

と
同
じ
よ
う
に
大
切
に
取

扱
い
、
他
人
に
知
ら
れ
な

い
よ
う
管
理
す
る

日
）」
を
中
心
と
し
て
周
知
広

報
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

の
一
環
と
し
て
、
毎
年
「
統

計
の
日
」
の
ポ
ス
タ
ー
を
始

め
と
す
る
広
報
媒
体
に
活
用

す
べ
く
標
語
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

●
募
集
期
間

　

 

平
成
31
年
２
月
１
日
〜

　

３
月
31
日

●
募
集
部
門

　

 

小
学
生
の
部
、　

中
学
生
の

部
、　

高
校
生
の
部
、　

一

般
の
部
、　

統
計
調
査
員
の

部
、
公
務
員
の
部

●
応
募
方
法

　

応
募
用
紙
に
て
、
１
人
５

作
品
ま
で
応
募
で
き
ま
す
。

　

応
募
用
紙
以
外
で
応
募
さ

れ
る
場
合
は
、
次
の
事
項
を

明
記
の
上
、
応
募
し
て
く
だ

さ
い
。
①
部
門
、
②
お
住
ま

い
の
都
道
府
県
名
、
③
氏
名

（
ふ
り
が
な
）、
④
所
属
・
学

校
名（
学
年
）、
⑤
電
話
番
号
、

⑥
標
語（
１
人
５
作
品
ま
で
）

●
提
出
先
等

　

提
出
方
法
は
、
各
部
門
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。

◎
メ
ー
ル
の
場
合

toukeinohi@
soum

u.go.jp

◎
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合

☎
０
３
・
５
２
７
３
・
１
１
８
１

◎
郵
送
の
場
合

〒
１
６
２
・
８
６
６
８　

東

京
都
新
宿
区
若
松
町
19

－

１

総
務
省
政
策
統
括
官
付
統
計

企
画
管
理
官
室
普
及
指
導
担

当●
お
問
い
合
わ
せ

　

総
務
省
政
策
統
括
官
付
統

計
企
画
管
理
官
室
普
及
指
導

担
当

☎
０
３
・
５
２
７
３
・
１
１
４

４（
直
通
）

・ 

身
に
覚
え
の
な
い
電
子
メ

ー
ル
に
注
意
し
、
添
付
フ

ァ
イ
ル
な
ど
は
安
易
に
開

か
な
い

　

詐
欺
や
ウ
イ
ル
ス
被
害
に

あ
っ
た
場
合
は
１
人
で
悩
ま

ず
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
詳
し

い
人
に
相
談
し
た
り
、
警
察

の
相
談
窓
口
に
相
談
し
た
り

し
て
く
だ
さ
い
。

●
県
警
察
の
相
談
窓
口

・ 

サ
イ
バ
ー
犯
罪
情
報
・
被

害
相
談
電
話　

☎
０
８
０
・

２
３
５
０
・
０
０
０
１

※ 
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）

・ 

総
合
相
談
窓
口　

☎
０
２

７
・
２
２
４
・
２
０
２
０

短
縮
ダ
イ
ヤ
ル
♯
９
１
１

０
※
24
時
間
受
け
付
け

２
０
１
９
年
度

「
統
計
の
日
」標
語

の
募
集

　

総
務
省
で
は
、
統
計
の
重

要
性
に
対
す
る
国
民
の
関
心

と
理
解
を
深
め
、
統
計
調
査

に
対
す
る
国
民
の
よ
り
一
層

の
協
力
を
頂
け
る
よ
う
に
と

定
め
た
「
統
計
の
日（
10
月
18

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
月
間

消費税軽減税率制度への対応には
準備が必要です！

　平成31年（2019年）10月１日から、消費税の軽減税
率制度が実施されます。
　軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があること
から、制度の説明会を以下のとおり開催します。

開催日時
開催場所 主催者 連絡先

日 時間

平
成
31
年
３
月
６
日（
水
）

11
時
～
11
時
30
分

中
之
条
町
大
字
伊
勢
町

 

１
０
０
５

－

１

中
之
条
町
ツ
イ
ン
プ
ラ
ザ

 

視
聴
覚
室

（
一
社
）　
　
　

吾
妻
法
人
会　

中
之
条
税
務
署

中
之
条
税
務
署　
　

法
人
課
税
部
門　
　

☎
０
２
７
９
・
７
５
・

３
３
５
５（
代
表
）

平
成
31
年
３
月
６
日（
水
）

15
時
～
15
時
30
分

長
野
原
町
大
字
長
野
原

 

37

－

２

長
野
原
町
商
工
会
館

 

小
会
議
室

（
一
社
）　
　
　

吾
妻
法
人
会　

中
之
条
税
務
署

中
之
条
税
務
署　
　

法
人
課
税
部
門　
　

☎
０
２
７
９
・
７
５
・

３
３
５
５（
代
表
）


